
11月26日

12月 3日

12月 5日

12月 9日

　

12月12日

　

12月16日

12月18日　

　　　　11月16日は市長選挙です。1頁のとおり6人の立

        候補が予定されています。この間「誰に投票す

ればいいの？」と尋ねられることしきり。ポイントは地

方自治の「福祉主義」について忠実に徹底して実行でき

る人かどうかだと思うのですが…☆11月16日は市議補選

も行われます。これは3月に事件を起こした男性議員の辞

職に伴うもので今回は特に女性候補が選ばれるべきだと

考えています☆西宮市議会の現在の議員の男女の人数は

35人対9人。しかし実際の人口比は9：10の割合で女性の

方が5％も多いのです☆女性議員が少ないのがまだまだ日

本の現実ですが女性と男性の議員数が拮抗している地方

議会もあります。そこでの共通点は議員報酬が低いとい

うことです。これは何を意味しているのでしょうか☆議

会改革特別委員会での会派の成員数の議論はそもそも「

会派」とは何か？という議論を抜きにして派利派略だけ

が先行したもの。市民は選挙で「会派名」を書くわけで

はないのですから、そもそも市民の側に立った議論では

■11月15日(土)14：00～16：00

■会場：ウェーブ411学習室

■参加費および資料代：300円

■毎月第二水曜日19:00～ 　

■会場：ウェーブ

□連絡先：TEL 0798-52-9157（折口）

■玉本英子さん（ジャーナリスト）の取材映像

■12月6日(土)14:00～16:00

■会場：ウェーブ411学習室

□連絡先：TEL 0798-51-8018(女・女西宮)

女・女西宮

　
〒662-0965 西宮市郷免町3-22　TEL/FAX 0798(72)6612
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■2009年1月22日(木)14：00～16：00

■会場：ウェーブ411学習室

■講師：古久保さくらさん（大阪市立大学准教授）

□連絡先： TEL 0798-72-6612（よつや薫）

▲　▼　▲

お越しの節は、お手数ですが、在室していることをお電

話でご確認のうえ、お越し下さい。

あなたの声をお聞かせ下さい！

議員控室 0798(35)3539（直通）

編集
後記

市民オンブズ
西宮

憲法勉強会

ベアテの会

議会運営委員会/議案発送

本会議(第1日)　提案説明

一般質問通告締切（抽選）

請願・陳情締切り(17:00）

本会議(第2日)、一般質問

本会議(第5日)、一般質問　

質疑、委員会付託

常任委員会

本会議(第6日)、委員長報告、討論、採決

ウェーブ市民企画講座

主婦の現在と未来
～改めて主婦を目指す女性たち

ビデオ上映＆勉強会

好きやねんドーンセンター「橋下改革」
とは、つぶすこと？

2008年12月定例会(＝12月議会)日程

女・げんき・ビデオ＆トーク

取材映像でみるイラクの人々

　
　

ありません。（よ）

調査研究費

研修・会議費

資料購入費

計 計

返還予定額

※「個人活動費」には、事務所費、交通費、各団体への会費、
議会で使用するパソコン、人件費、ガソリン代、駐車場代、活
動用車両の維持費、ホームページ作成費、プロバイダー代、電
話代、などが含まれています。

よつや薫収支報告　　　2008年7月～9月

■政務調査費　　　　　　　　　2008年7月～9月

交付額

政務調査費

支出の部

議員報酬 所得税

国民年金

県市民税

国民健康保険

共済会掛金

議員互助会

日中議員連盟会費

よつや拠出金

生活費及び個人活動費

合計 合計

収入の部 支出の部

133,800

43,260

86,000

161,910

297,600

30,000

1,500

451,236

864,694

2,070,0002,070,000

2,070,000

450,000

(3ヶ月分）

12,310

107,755

23,925

143,990

306,010

450,000

次回の

キラリかおる市民ネットの会議
11月30日（日）18：00～20：00

テーマ：12月議会の展望、その他

会場：西宮市男女共同参画センター ウェーブ 414

(ウェーブは西宮北口駅南へ約100m「プレラにしのみや」の４階です)

-4-

～

西宮市議会議員　無所属･市民派

よつや薫の市議会報告
【議員控室】0798(35)3539（直通）
《E-Mail》kahoru_y-net@nifty.com
《Homepage》http://homepage2.nifty.com/kirari-k-net/

■よつやの質問①

政務調査費の「議会の議員の調査研究に資するため」とは？

　2001年の地方自治法の改正によって「政務調査費」(100条14項)

が法定されたが、その同条に「議会の議員の調査研究に資するた

め」とあるがその「調査研究」とは何を意味するのか、本市で定

めた使途基準が自治法の定める範囲なのか改めて聞きたい。

□市の答弁　「調査研究」の範囲のすべてを具体的に明示できる

ものではない。個々具体的な判断については、各地の司法判断も

なされているところであり、これらの事例を参考に判断していく

べきものであると考える。

★よつやの評価　予想はされたものの、具体的な本市議会の使途

基準の問題性にまでは触れられませんでした。問題は、本市の使

途基準が地方自治法の趣旨を越えて、議員の日常の「必要経費」

のようなものにまで詳細に使ってよいように示されているところ

なのですが。

■よつやの質問②

議員等のいわゆる「口利き」防止のための要綱等は？

　特定の業者や個人の利益誘導を未然に防ぐため議員等の口利き

など各担当課が記録として残す形は西宮市にはまだないが、阪神

間７市でこのような条例・要綱を置いている市はあるか。また、

本市ではなぜ、まだそのような要綱等が置かれていないのか。

□市の答弁　阪神間7市のうち、５市までが、条例あるいは要綱

等を整備している。今後は、行政事務処理執行の透明性を高める

という観点から、要綱等の整備につき、他市の状況を見極めなが

ら、調査研究をしてまいりたい。

★よつやの評価　5市までが、なんらかの「口利き」防止のため

　　　　　　の手段をもっています。西宮市はまだこの要領もない

　　　　　　状況です。3月議会で先輩議員の質問によって市内の

　　　　　 学校への水道の節水機導入に際して、ある議員の口利 

　　　　　　きを契機に不適切な契約があったのではないか、と指

　　　　　　摘されています。が、この弁では、「調査研究して

　　　　　　まいりたい」と消極的な姿勢です。

11月16日市長選挙と市議会議員補欠選挙があります
　今回の市長選挙は、これまでの山田市政、二期８年間

の総括と新たに立候補する人たちをどう選ぶか、という

ことですが、６人の立候補が予想され市民にとってはわ

かりにくい選挙となっています。私自身は改めて「福祉

行政」をすすめていく立場から新人候補者の中で「改革」

という名の切り捨てをしない人、なんでも民間委託する

ことによって弱い立場の労働力がますます低く抑えら
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れていく現状に歯止めをかけてくれる人を選びたいと考

えています。

　市議補選は、残念な事件を起した男性議員の辞職にと

もなって行われるものです。無所属・市民派の女性候補

を選びたいと考えています。

　11月16日、棄権だけはせずに、投票所に足をお運びく

ださい。

「
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」
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